


   

 

集団規定に係る基準検討委員会規約 

 

（名称）  

第１条 本会は「集団規定に係る基準検討委員会」（以下「委員会」という。）と称する。 
 
（目的）  

第２条 委員会は、建築基準法の集団規定に関する技術基準の検討等を行うことを目

的とする。 
 
（委員の任命）  

第３条 委員会の委員は、建築基準法の集団規定及びその関係分野に関する学識経験

又は専門知識のある者のうちから、住宅局長が任命する。 
 
（委員長の任命等）  

第４条 委員会には委員長を置く。 
２ 委員長は、国土交通省住宅局が選任する。 
３ 委員長は、議長として委員会の議事を整理する。 
４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席してそ

の意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 
５ 委員会にはワーキンググループを置くことができる。 
 
（委員会の議事）  

第５条 委員会の議事は、非公開とする。 
２ 委員会の議事概要については、委員に確認の上、国土交通省及び国土交通省国土

技術政策総合研究所のホームページにおいて公開する。 
３ 委員会の資料については、国土交通省及び国土交通省国土技術政策総合研究所の

ホームページにおいて公開する。ただし、委員長が必要と認めるときは、その一部

を非公開とすることができる。 
 
（事務局）  

第６条 委員会の事務局は、国土交通省住宅局市街地建築課及び国土交通省国土技術

政策総合研究所都市研究部に置く。 
 
（雑則）  

第７条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 



 

 

集団規定に係る基準検討委員会 

委員名簿 

（敬称略、五十音順） 

 

（委員長） 有田 智一 筑波大学 システム情報系社会工学域 教授 

（委員） 内海 麻利 駒澤大学 法学部政治学科 教授 

 大澤 昭彦 東洋大学 理工学部建築学科 准教授 

 加藤 仁美 元 東海大学 工学部建築学科 教授 

 桑沢  保夫 国立研究開発法人 建築研究所 環境研究グループ グ

ループ長 

 桑田 仁 芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授 

 坂井 文 東京都市大学 都市生活学部 教授 

 中村 英夫 日本大学 理工学部土木工学科 教授 

 成瀬  友宏 国立研究開発法人 建築研究所 防火研究グループ グ

ループ長 

 萩原 一郎 東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 教授 

 藤井さやか 筑波大学 システム情報系社会工学域 准教授 

 牧  紀男 京都大学防災研究所 教授 

 益田 崇史 日本建築行政会議 市街地部会 部会長 

（横浜市 建築局 建築指導部 建築企画課 課長補佐） 

 村山 顕人 東京大学 大学院工学系研究科 准教授 

 横島 潤紀 神奈川県環境科学センター 調査研究部 主任研究員 

   

（オブザーバー） 中野 卓 国立研究開発法人 建築研究所 住宅・都市研究グルー

プ 主任研究員 
   

（事務局）  国土交通省 住宅局 市街地建築課 

  国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部 

 

 




